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焼津市業務量等調査業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１  趣旨 

焼津市職員（会計年度任用職員を含む）の全庁的な業務量調査を行い、業務量や作業時間等を可

視化することで、焼津市固有の状況を反映した客観的な職員数算定のための指標を作成し、将来を

見据えた適正値を算定することを目的とし、外部委託化・デジタル化でき得る業務等を他自治体の

状況等も勘案しながら検討し、業務改善等にもつなげる手段として業務量等調査業務を実施する。 

 事業の実施にあたっては、業務を委託することとし、焼津市業務量等調査業務委託の実施におい

ては、当該業務の遂行にあたり適切な業者を選定する公募型プロポーザルを実施する。 

本要領は、本事業のプロポーザルに係る募集事項に関して、参加資格のある事業者が企画提案を

行うために必要な事項を定めたものである。 

 

２  委託業務の概要 

（１）委託業務名 

焼津市業務量等調査業務委託（以下「本業務」という。） 

（２）委託期間 

契約締結日から令和９年２月 26日（金）まで 

（３）業務内容 

別紙「焼津市業務量等調査業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）概算事業費（業務規模）及びその内容 

6,500千円以内（消費税及び地方消費税含む） 

ア 焼津市の業務量等調査に係る経費 

イ 各種許可及び使用申請等の手続きに係る経費 

ウ 業務全体の運営管理と実績報告に係る経費 

エ その他事業の実施に必要な経費 

※本業務は、上記金額内で提案を募集するものであり、契約締結に関する予定金額ではない。 

※感染症の拡大など不測の事態により、業務内容の全部もしくは、一部の実施が困難になっ

た場合、市と受託者が協議したうえで契約前または業務履行中に業務内容、契約金額等を

変更する可能性がある。 

（５）支払条件 

本業務完了後に一括して支払う 

（６）事業所管課  

焼津市役所 企画部 政策企画課 総合計画推進担当 

〒425-8502 静岡県焼津市本町２－１６－３２ 

電話：054-626-2141 FAX：054-627-9334 

メールアドレス：kikaku@city.yaizu.lg.jp 

 

３  資格要件 

本業務の企画提案競争に参加する者は、本業務を実施するに当たり必要な能力を有する者で、次

に掲げる全ての要件を満たしている者を指名する。 

（１）企画提案書等の提出時において、焼津市から入札参加資格停止の処置を受けていないこと。 

mailto:kikaku@city.yaizu.lg.jp
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（２）焼津市随意契約見積心得の第 15（見積りする資格のない者）の各号のいずれにも該当しない

こと。 

（３）過去５年間（令和３年度～令和７年度）において、別紙「焼津市業務量等調査業務委託仕様

書 ３ 業務内容」に記載している業務内容と同様の実績を有していること。 

  なお、同等の実績の例は下記のとおりとする。 

ア 地方自治体全体の業務量を定量的に測定した業務 

イ 地方自治体の全庁的なヒアリングまたはそれに代わる調査を行い、業務上の課題等を取り

まとめた業務 

ウ アまたはイを実施した上で、BPRや適切な職員の数量・配置などの提案を行った業務 

エ 上記ア～ウを特定の分野（例：教育分野、福祉分野）のみで行った業務 

（４）複数の事業者による応募 

 ア 複数の事業者で共同事業体を設置する場合、（３）については構成する事業者のうち１者が

要件を満たせば足りるものとする。（この場合、当該事業者が代表者として共同事業体を

構成すること。） 

 イ （１）及び（２）については、構成する全ての事業者が応募要件を満たすこと。 

 ウ 単独で応募する事業者は、共同事業体の構成員となれない。また、複数の共同事業体におい

て構成員となることはできない。 

 

４  参加表明書等の提出期限、提出場所及び方法 

（１） 提出期限 令和８年５月 20日（水）正午（必着） 

（２） 提出場所 ２-（６）に同じ 

（３） 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は提出期限必着を条件とする。） 

（４） 提出書類 

  ア 様式第１号「参加表明書」 

  イ 様式第２号「会社概要」及び会社パンフレット 

  ウ 様式第３号「事業実績」 

  エ 法人・商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（写し可。発行日より３か

月以内のもの。） 

  オ 財務諸表（写し可。貸借対照表、損益計算書及び株主（社員）資本等変動計算書、いずれも

終了した直近の事業年度のもの。） 

  カ 納税証明書（写し可。法人税、消費税及び地方税について未納がないことを証明するもの。

税務署様式その３又はその３の３） 

  キ 印鑑証明書（写し可。代表者印の印鑑証明書 発行日より３か月以内のもの。） 

  ク 共同企業体の設置に関する協定書（写し可。共同企業体のみ） 

※なお、焼津市競争入札参加資格者の資格に関する要綱に基づき、有資格者名簿に登録をしてい

る者については、上記エからキは省略することができる。 

 

５ 参加資格決定通知書 

（１）市は、参加表明書等を提出した事業者に対し、その内容を審査し、令和８年５月 22日(金)ま

でに様式第４号「参加資格決定通知書」を電子メールにより通知する。 

（２）参加資格が無いと認められた事業者は、その理由について、通知を受けた日の翌日から起算
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して７日（祝日等を除く）以内に、書面により説明を求めることができる。市は、説明を求め

ることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に書面により回答する。なお、期限後の

質問は受け付けない。 

（３）提出書類に不備等があった場合には失格とする。 

 

６ 参加表明後の辞退 

  参加表明書提出後に参加を取りやめる場合は、様式第７号「プロポーザル参加辞退届」を令和

８年５月 29日（金）午後５時（必着）までに、２-（６）の事業所管課へ提出すること。参加辞

退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは受けない。 

 

７  質問の受付及び回答 

説明会は開催しない。質問は、質問書（様式第６号）により焼津市政策企画課へ電子メールで提

出すること。ただし、審査に支障をきたす質問及び委託業務の実施に必要ないと判断される質問は

受け付けない。 

（１）提出期日 令和８年５月 13日（水）正午まで 

（２）提出先  【政策企画課】kikaku@city.yaizu.lg.jp 

（３）回答方法 令和８年５月 18日（月）までに取りまとめ、質問者を伏せて、参加表明のあった

もの全員に電子メールで送付する。なお、必要に応じて質問内容を伏せる場合が

ある。必ず電子メールの受信を確認すること。 

 

８  企画提案書等の提出 

本要領、仕様書を十分把握した上で、下記のとおり書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和８年６月５日（金）正午まで（必着） 

（２）提出方法 持参又は書留郵送により提出すること。なお、電子データの提出も行うこと。 

（３）提出書類 

 ①企画提案書等提出届兼誓約書（様式第５号）        １部 

 ②企画提案書一式                     ７部※ 

  ・企画提案書（Ａ４版任意様式、図面等はＡ３版折込可） 

   ・業務実施体制調書（様式第８号） 

   ・見積書（Ａ４版任意様式 事業総額、消費税別記、内訳明細書記載） 

   ※仕様書に記載の事項は、必ず盛り込むこと。 

※片面印刷とし、図面等も含めて 30ページ以内とすること。 

※各ページの下中央に通し番号を振ること。 

※企画提案書７部のうち６部には、社名等参加者の特定できるものを記載しないこと。 

（４）提出上の注意事項 

①提出期限までに提出されなかった場合は、いかなる理由でも選定されない。 

②企画提案書は、１応募者につき１提案とする。 

③企画提案書等の提出期限後の差し替え、削除、再提出は認めない。 
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９  選定方法等 

（１）企画提案書等への質問 

プロポーザル選定委員に社名等参加者の特定できるものの記載が無い企画提案書を送付し、

事業所管課である政策企画課で企画提案書等に関する委員からの質問を取りまとめる。 

質問のある企画提案書等を提出した参加事業者には、令和８年６月 10日（水）までに政策

企画課から質問を電子メールで送付する。必ず電子メールの受信を確認すること。 

 

（２）企画提案書への質問の回答 

（１）で質問を受けた参加事業者は、令和８年６月 15日（月）正午までに回答を電子メール

で送付すること。 

（３）書類審査及び結果通知 

企画提案書等と質問への回答内容をもとに、プロポーザル選定委員会において書類審査を行

い、最適提案者（優先交渉権者）及び次順位の候補者を特定する。 

審査結果は企画書類を提出した全ての事業者に対し、令和８年６月 26日（金）午後５時ま

でに電子メールにて通知する。 

また、書類審査の過程においても、電子メールの送信などにより、提案者に対して質疑や追

加資料の提出依頼を行う場合がある。 

（４）審査基準 

審査委員会は、提出書類について以下の審査基準をもとに 100点満点で審査し、合計点数に

より、最高得点者を最適提案候補者として特定する。合計点が同じ場合は、出席委員の多数決

により決する。 

 

審査項目 審査基準 配点 

事業実績  過去５年間（令和３年度～令和７年度）の類似事業実績 20点 

業務実施体制 連絡調整体制が整い、トラブル対応が迅速か ５点 

実施方針 
事業目的を理解し、趣旨を反映した提案がなされているか 

また、積極的に取り組む姿勢が認められるか 
10点 

事業スケジュール 事業の実施スケジュールは効果的かつ無理のないものか ５点 

提案内容 
業務量の可視化に向けた調査プロセス及び調査結果の分析

について、仕様書に基づき期待できる内容であるか 
50点 

費用の妥当性 提案内容と費用とのバランスが妥当であるか 10点 

合 計  100点 

 

（５）失格要件 

次のいずれかに該当する者は失格とする。 

①提出書類に虚偽の記載または重大な不備があると認められる者 

②参加資格に違反しているまたは適合しない者 

③個別に委員会の委員と接触を持つなど、審査の公平性を害する行為を行った者 

④審査員又は担当職員に本企画に対する助言を求めた場合 
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⑤見積額が概算事業費を超えた提案をした者 

⑥提案に対して談合等、不正行為があった場合 

⑦審査基準に基づき審査した結果、採点が６割に満たない場合 

（６）選定結果の通知 

①最適提案者へは、応募提案が選定されたことを書面で通知する。 

②最適提案者として選定されなかった応募提案者へは、選定されなかったことを書面により

通知する。なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない。 

 

10  最適提案者の地位と委託業務契約 

最適提案者は、企画競争を実施した結果、最適な者として特定しただけであり、契約を締結する

までは契約関係を生じない。 

最適提案者には委託業務契約の第１順位の優先交渉権を与えることとし、仕様内容等について契

約締結の交渉を行う。 

なお、最適提案者と協議が整わない場合その他の理由により契約締結が不調となった場合には、

次順位の候補者と順次交渉するものとする。 

 

11  スケジュール 

内容 期間、期日 

公告 令和８年５月１日（金） 

質問受付期間 ５月 13日（水）正午まで 

質問回答期限 ５月 18日（月）までにメールで回答 

参加の表明 ５月 20日（水）正午まで 

参加資格決定通知 ５月 22日 (金)まで 

参加表明後の辞退 ５月 29日（金）午後５時まで 

企画提案書等の提出期限 ６月５日（金）正午までに持参又は書留郵便 

企画提案書等への質問送付 ６月 10日（水）まで 

企画提案書等への質問回答期限 ６月 15日（月）正午までにメールで回答 

審査結果（優先交渉権利者等）の通知 

委託業務の契約締結（随意契約） 
６月 26日（金）までに 

 

12  その他留意事項 

（１）応募に関し必要な費用は、全て応募者の負担とする。 

（２）選定結果について、異議を申し立てることはできない。 

（３）提出書類は、本業務以外の目的には使用しない。 

（４）提出書類は、本業務の審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとし、提

出書類は返却しない。なお、本業務の契約を締結した後、作成した複製は破棄するものとす

る。 

（５）企画提案書等の提出期限の日から契約締結の時までの間に、焼津市から入札参加資格停止の

措置を受けたときは、当該資格を喪失するものとする。 

（６）その他この企画競争の実施及び契約の締結については、本要領で定めるもののほか、焼津市
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契約規則を準用する。 

 

13  本業務に関する問い合わせ先 

焼津市役所 企画部 政策企画課 総合計画推進担当 飯塚・鈴木 

〒425-8502 静岡県焼津市本町２－１６－３２ 

電話：054-626-2141 FAX：054-627-9334 

メールアドレス：kikaku@city.yaizu.lg.jp 

 


